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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
の
安
倍
首
相
と
ブ
ッ
シ
ュ
前
大
統
領
と
の
会
談
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
及
び
当
該
記
述
中
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
米
国
大
統
領
（
当
時
。
以
下

「
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
」
と
い
う
。
）
の
発
言
に
関
す
る
記
述
は
、
い
ず
れ
も
平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
（
現
地
時
間
）
に

行
わ
れ
た
日
米
首
脳
会
談
及
び
そ
の
後
の
昼
食
会
に
お
け
る
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
の
説
明
及
び
ブ
ッ
シ
ュ
大

統
領
の
発
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
に
対
す
る
理
解
は
、
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
は
、
平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
（
現
地
時
間
）
に
行
わ
れ
た
日
米
首
脳
会

談
に
お
け
る
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
の
説
明
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
「
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
思
う
と
こ
ろ
を
率
直
に
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
の

率
直
さ
を
私
は
評
価
す
る
」
旨
の
発
言
を
行
っ
た
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
三
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
御
指
摘
の
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
は
、
当
該
委
員

会
に
お
け
る
御
指
摘
の
辻
元
清
美
衆
議
院
議
員
の
発
言
の
趣
旨
に
対
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
（
現
地
時
間
）
に
ブ

ッ
シ
ュ
大
統
領
と
行
っ
た
記
者
会
見
に
お
い
て
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
が
、
慰
安
婦
に
つ
い
て
の
考
え
方
と

し
て
、
「
辛
酸
を
な
め
ら
れ
た
元
慰
安
婦
の
方
々
に
、
人
間
と
し
て
、
ま
た
総
理
と
し
て
心
か
ら
同
情
す
る
と
と
も
に
、
そ

う
し
た
極
め
て
苦
し
い
状
況
に
お
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
申
し
訳
な
い
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
、
二
十
世
紀
は

人
権
侵
害
の
多
か
っ
た
世
紀
で
あ
り
、
二
十
一
世
紀
が
人
権
侵
害
の
な
い
素
晴
ら
し
い
世
紀
に
な
る
よ
う
、
日
本
と
し
て
も

貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
話
を
本
日
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
も
話
し
た
」
旨
の
発
言

を
行
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
評

価
を
述
べ
た
事
実
関
係
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

二


